
「
纂
奪
皇
帝
」
の
栄
光
と
失
敗

ビ
ザ
ン
ツ
皇
帝
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
の
政
治
運
営
を
め
ぐ
っ
て

小

林

功
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は
　
じ
　
め
　
に

　
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
に
は
数
多
く
の
帝
位
築
廃
者
が
存
在
す
る
が
、
九
世
紀
後

半
の
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
（
在
位
八
六
七
－
八
八
六
年
）
の
よ
う
に
、
二
度

に
わ
た
る
暗
殺
に
自
ら
加
わ
っ
た
人
物
は
例
を
見
な
い
。
彼
は
ま
ず
カ
イ
サ

ル
（
副
帝
）
の
バ
ル
ダ
ス
を
、
さ
ら
に
は
皇
帝
ミ
カ
エ
ル
三
世
（
在
位
八
四

二
－
八
六
七
年
）
を
も
暗
殺
し
て
、
単
独
皇
帝
に
な
っ
た
。

　
丸
丸
は
容
易
に
達
成
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
血
忌
に
成
功
し
た
と

し
て
も
、
政
府
内
で
何
ら
支
持
基
盤
を
持
っ
て
い
な
い
人
物
に
安
定
し
た
政

治
運
営
を
行
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
実
際
、
纂
奪
皇
帝
の
多
く
が
陰
謀

や
反
乱
な
ど
の
抵
抗
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
史
の
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

で
高
い
評
価
を
受
け
て
い
る
皇
帝
で
あ
っ
て
も
例
外
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
も
ま
た
、
現
在
で
も
高
い
評
価
を
受
け
て
い
る
皇
帝

の
一
人
で
あ
る
。
だ
が
先
述
し
た
よ
う
に
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
は
き
わ
め
て

特
異
な
状
況
の
結
果
皇
帝
と
な
っ
て
お
り
、
彼
の
政
権
基
盤
が
最
初
か
ら
盤

石
の
も
の
だ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
事
実
旧
稿
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、

バ
ル
ダ
ス
や
ミ
カ
エ
ル
三
世
の
暗
殺
後
も
、
政
府
要
人
た
ち
の
顔
ぶ
れ
に
は

大
き
な
変
動
が
看
取
で
き
ず
、
彼
ら
は
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
と
緊
張
関
係
に

　
　
　
　
　
　
　
　
③

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
年
代
記
な
ど
か
ら
は
、
ミ
カ
エ
ル
三
世
暗
殺
後
の
バ
シ
レ

イ
オ
ス
～
世
に
対
す
る
反
発
は
、
中
央
艦
隊
長
官
の
ニ
ケ
タ
ス
・
オ
オ
リ
ュ

フ
ァ
ス
が
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
に
抗
議
を
行
お
う
と
し
た
、
と
す
る
走
行
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ユ
メ
オ
ン
年
代
記
』
な
ど
の
情
報
し
か
確
認
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
資
料
を

根
拠
と
し
て
、
バ
シ
レ
イ
オ
ス
～
世
は
ミ
カ
エ
ル
三
世
の
暗
殺
直
後
か
ら
強

力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
、
二
〇
年
弱
に
及
ぶ
安
定
し
た
政
治
運
営

に
成
功
し
た
、
と
見
な
す
見
解
が
強
い
。
例
え
ば
二
〇
世
紀
初
頭
に
バ
シ
レ
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イ
オ
ス
｝
琶
に
つ
い
て
の
浩
潮
な
研
究
を
著
し
た
A
・
ヴ
ォ
グ
や
第
二
次
鮭

事
大
戦
後
の
R
・
ジ
ェ
ン
キ
ン
ズ
ら
は
、
ミ
カ
エ
ル
三
世
は
度
を
過
ぎ
た
愚

行
に
よ
っ
て
人
々
か
ら
見
放
さ
れ
て
お
り
、
ゆ
え
に
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

帝
位
専
権
は
歓
迎
さ
れ
た
と
論
じ
て
い
る
。
近
年
で
も
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世

の
後
継
者
で
あ
る
レ
オ
ン
六
事
（
在
位
八
八
六
－
九
一
二
年
）
の
モ
ノ
グ
ラ

フ
を
著
し
た
S
・
タ
フ
ァ
ー
が
、
バ
シ
レ
イ
オ
ス
｝
世
は
ミ
カ
エ
ル
三
世
の

一
族
や
支
持
者
た
ち
に
と
っ
て
、
ミ
カ
エ
ル
三
世
の
代
理
的
な
存
在
に
な
っ

て
い
た
と
論
じ
、
や
は
り
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
が
早
い
段
階
か
ら
政
権
基
盤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

を
確
立
さ
せ
て
い
た
と
考
え
て
い
る
。

　
だ
が
、
こ
う
し
た
見
解
に
与
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
れ
ら

は
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
七
世
ポ
ル
フ
ユ
ロ
ゲ
ネ
ト
ス
（
在
位
九
ご
一
丁

九
五
九
年
）
の
意
図
に
非
常
に
強
く
影
響
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
コ
ン

ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
七
世
は
噸
続
テ
オ
フ
ァ
ネ
ス
年
代
記
』
や
『
ゲ
ネ
シ
オ
ス

年
代
記
』
な
ど
の
年
代
記
資
料
の
成
立
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
が
、
そ

こ
で
彼
は
祖
父
で
あ
る
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
肚
の
帝
位
昇
平
を
正
当
化
す
る
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

め
、
ミ
カ
エ
ル
三
世
を
徹
底
し
て
愚
人
と
し
て
描
写
し
て
い
る
。
ミ
カ
エ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

三
世
に
対
す
る
一
定
の
再
評
価
も
進
ん
で
お
り
、
ミ
カ
エ
ル
三
世
か
ら
人
心

が
離
れ
て
い
た
、
と
い
う
ヴ
ォ
グ
ら
の
見
解
は
も
は
や
成
立
し
な
い
。

　
別
の
角
度
か
ら
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
い
る
の
が
H
・
I
G
・

ペ
ッ
ク
、
及
び
彼
に
依
拠
す
る
渡
辺
金
　
氏
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
こ
の
時
期

皇
帝
や
有
力
者
た
ち
は
自
ら
の
周
囲
に
「
従
者
団
」
を
作
っ
て
相
互
に
勢
力

争
い
を
し
て
い
た
と
論
じ
る
。
皇
帝
が
失
脚
す
る
と
、
そ
の
周
囲
に
い
た

人
々
の
大
半
は
没
落
し
、
代
わ
っ
て
新
皇
帝
の
「
従
者
」
た
ち
が
政
府
の
あ

ら
た
な
実
力
者
と
し
て
幅
を
利
か
す
よ
う
に
な
る
。
政
権
交
代
に
伴
っ
て
政

府
指
導
層
の
全
面
的
な
入
れ
替
え
が
起
き
る
た
め
、
新
皇
帝
は
最
初
か
ら
安

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

定
し
た
権
力
を
保
持
す
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
と
い
う
。

　
だ
が
彼
ら
の
見
解
に
も
左
祖
で
き
な
い
。
先
述
し
た
よ
う
に
バ
シ
レ
イ
オ

ス
一
世
時
代
に
な
っ
て
も
、
政
府
の
要
人
た
ち
の
顔
ぶ
れ
は
ミ
カ
エ
ル
蕪
世

時
代
か
ら
の
大
き
な
変
動
が
看
取
で
き
な
い
。
彼
ら
の
想
定
す
る
よ
う
な

「
従
者
団
」
は
、
実
際
に
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。

　
ゆ
え
に
、
ミ
カ
エ
ル
三
世
を
暗
殺
し
て
単
独
皇
帝
に
な
っ
た
時
点
で
、
バ

シ
レ
イ
オ
ス
一
世
が
盤
石
の
政
権
基
盤
を
確
立
し
て
い
た
と
論
じ
る
従
来
の

議
論
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ミ
カ
エ
ル
三
世
の
暗
殺
に
よ
っ
て
、

そ
れ
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
に
対
す
る
不
満
や
反
発

は
む
し
ろ
強
ま
っ
た
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
．
る
。

　
こ
う
し
た
観
点
か
ら
無
視
で
き
な
い
の
が
、
V
・
ヴ
リ
シ
ド
ゥ
の
見
解
で

あ
る
。
彼
女
に
よ
る
と
、
バ
シ
レ
イ
オ
ス
～
世
時
代
に
は
一
貫
し
て
、
バ
シ

レ
イ
オ
ス
～
世
に
反
対
す
る
勢
力
が
隠
然
た
る
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
。
反

バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
勢
力
は
特
に
彼
の
親
ロ
ー
マ
・
親
西
欧
政
策
に
反
発
し
、

皇
帝
の
行
動
を
さ
ま
ざ
ま
な
手
段
で
妨
害
し
た
。
そ
し
て
そ
の
中
心
に
い
た
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の
が
バ
シ
レ
イ
オ
ス
｝
世
に
よ
っ
て
一
旦
迫
放
さ
れ
な
が
ら
、
後
に
復
権
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

た
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
総
主
教
の
フ
ォ
テ
ィ
オ
ス
だ
っ
た
と
い
う
。

　
以
下
の
議
論
で
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
彼
女
の
議
論
を
そ
の
ま
ま
受
け

入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
彼
女
の
見
解
は
、
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
を
と
り

ま
く
対
外
的
状
況
を
も
念
頭
に
置
い
た
視
野
の
広
い
も
の
で
あ
り
、
ま
た
彼

女
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
ミ
カ
エ
ル
三
世
時
代
か
ら
連
続
し
て
政
府
中

枢
に
あ
っ
て
、
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
と
緊
張
関
係
に
あ
っ
た
有
力
者
た
ち
が

存
在
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
し
か
し
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
は
少
な
く
と
も
寡
奪
直
後
に
は
、
脆
弱
な
政

治
的
基
盤
し
か
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
が
、

築
奪
後
の
不
安
定
な
状
況
を
い
か
な
る
手
段
で
克
服
し
、
安
定
し
た
支
配
を

行
お
う
と
し
て
い
た
の
か
、
再
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

　
分
析
に
あ
た
っ
て
留
意
す
る
点
が
二
つ
あ
る
。
第
一
に
、
纂
奪
ま
で
の
時

期
、
及
び
寡
奪
直
後
の
状
況
に
つ
い
て
の
慎
重
な
分
析
が
必
要
で
あ
る
。
～

般
的
に
纂
他
者
に
対
す
る
抵
抗
は
客
選
直
後
が
も
っ
と
も
大
き
く
、
バ
シ
レ

イ
オ
ス
～
世
の
場
合
も
侮
の
反
発
も
生
み
出
さ
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。

実
際
に
先
述
し
た
ニ
ケ
タ
ス
・
オ
オ
リ
ュ
フ
ァ
ス
の
例
も
あ
る
。
ゆ
え
に
、

墓
奪
直
後
の
不
安
定
な
時
期
を
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
が
ど
の
よ
う
に
乗
り
き

っ
た
の
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
二
に
、
治
世
末
期
の
政
治
的
混
乱
に
対
す
る
分
析
が
欠
か
せ
な
い
。
バ

シ
レ
イ
オ
ス
一
世
の
治
世
末
期
に
は
、
息
子
の
レ
オ
ン
（
六
世
）
の
失
脚

（
八
八
三
年
）
以
降
政
治
的
混
乱
が
続
い
た
。
そ
し
て
後
述
す
る
よ
う
に
、

八
八
六
年
に
起
き
た
陰
謀
に
ミ
カ
エ
ル
三
世
や
バ
ル
ダ
ス
と
密
接
な
関
係
を

築
い
て
い
た
家
門
の
メ
ン
バ
ー
が
多
く
参
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
示
唆
さ

れ
る
よ
う
に
、
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
の
帝
位
纂
奪
と
こ
の
時
期
の
混
乱
と
の

あ
い
だ
に
は
、
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
こ
と
が
想
定
で
き
る
。

　
九
世
紀
後
半
以
降
、
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
は
政
治
的
に
も
文
化
的
に
も
栄
光
の

時
期
を
迎
え
る
。
繁
栄
の
時
代
に
向
か
お
う
と
し
て
い
た
九
世
紀
後
半
の
ビ

ザ
ン
ツ
帝
国
で
、
皇
帝
が
ど
の
よ
う
に
し
て
自
ら
の
地
位
や
権
力
を
確
立
し

て
い
っ
た
の
か
、
ま
た
皇
帝
が
周
囲
の
人
々
と
ど
の
よ
う
な
関
係
を
築
き
な

が
ら
政
治
運
営
を
行
っ
て
い
た
の
か
、
そ
の
一
端
が
本
稿
で
の
考
察
を
通
じ

て
明
ら
か
に
な
る
。
そ
れ
は
こ
の
時
期
の
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
政
治
が
、
ど
の

よ
う
に
動
か
さ
れ
て
い
た
の
か
理
解
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
ま
た
皇
帝
と
周

囲
の
人
々
が
ど
の
よ
う
な
関
係
を
構
築
し
て
い
た
の
か
は
、
政
治
機
構
体
と

し
て
の
国
家
が
ど
の
よ
う
に
し
て
運
営
さ
れ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
問
題
を

考
え
る
上
で
不
可
避
の
論
点
で
あ
る
。
本
稿
で
の
分
析
は
当
然
、
こ
う
し
た

視
点
を
も
念
頭
に
お
き
つ
つ
進
め
ら
れ
る
。

①
例
え
ば
八
世
紀
前
半
の
レ
オ
ン
三
世
（
在
位
七
一
七
－
七
四
　
年
）
な
ど
。
レ

　
オ
ン
三
世
に
つ
い
て
は
拙
稿
門
八
世
紀
前
半
に
お
け
る
ビ
ザ
ン
ツ
皇
帝
選
出
の
ダ

　
イ
ナ
ミ
ク
ス
…
門
混
乱
の
時
代
扁
の
皇
帝
た
ち
一
」
『
史
林
』
八
六
－
一
、
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二
〇
〇
三
年
、
七
一
1
一
〇
〇
頁
（
以
下
、
拙
稿
（
二
〇
〇
三
）
と
略
）
参
照
。

②
例
え
ば
乏
．
門
話
跳
α
q
。
貫
郎
蒙
＆
遂
駄
§
砂
N
§
翫
ミ
曽
§
§
駄
き
ミ
§

　
ω
雛
駄
負
9
一
り
O
刈
（
以
下
、
↓
器
巴
σ
q
o
匡
（
一
⑩
①
刈
）
と
略
）
も
．
膳
①
ド

③
ミ
カ
エ
ル
三
世
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
ミ
カ
エ
ル
三
世
と
門
従
者
団
」
1
一
九
世

　
紀
中
盤
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
皇
帝
と
支
配
構
造
1
」
馴
史
林
』
七
八
－
二
、
一
九

　
九
五
年
、
三
八
－
七
四
頁
（
以
下
、
拙
稿
（
一
九
九
五
）
と
略
）
も
参
照
。

④
0
8
軽
島
O
。
含
巨
簿
諺
c
d
1
9
・
§
§
勲
。
薯
郎
ミ
き
貴
℃
Φ
㌶
。
α
Q
罠
負

　
一
⑩
器
　
（
以
下
、
O
O
し
d
と
略
）
・
唱
．
一
丁
．
　
ω
罵
旨
8
目
ζ
四
σ
q
蜂
Φ
噌
（
勺
。
・
Φ
巳
？

　
ω
ヨ
Φ
§
）
Ψ
O
専
§
愚
ミ
鼻
b
ヴ
。
醤
弘
。
。
ω
。
。
（
以
下
、
℃
。
。
．
ω
醤
’
と
略
）
も
』
。
。
メ

⑤
｝
＜
。
σ
q
樽
冒
ヒ
d
琶
隷
、
、
㍉
寧
愚
鴇
奏
、
譜
孕
§
§
鳶
◎
N
。
。
。
。
e
ミ
貯
9
ミ
貯
職
§

　
ゆ
§
、
N
§
鴨
昏
ミ
届
§
§
竃
ミ
ら
黄
勺
費
グ
一
8
0
。
甲
署
・
お
ム
①
L
即
富
艮
ぼ
9

　
身
§
§
ミ
§
馬
守
も
ミ
爵
N
Ω
遣
N
§
義
題
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籔
奪
直
後
～
治
世
前
半

　
本
章
で
は
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
の
纂
奪
直
後
と
前
半
に
焦
点
を
あ
て
、
バ

シ
レ
イ
オ
ス
一
世
が
こ
の
時
期
に
ど
の
よ
う
な
方
策
・
行
動
を
と
っ
た
の
か

検
討
を
行
う
。
な
お
、
帝
位
簑
奪
ま
で
の
バ
シ
レ
イ
オ
ス
　
世
の
詳
細
な
経

　
　
　
　
　
　
　
　
①

歴
に
つ
い
て
は
、
旧
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
バ
シ
レ
イ
オ
ス
は
共
一
団
と
な
る
ま
で
は
、
プ
ロ
ト
ス
ト
ラ
ト
ル
（
皇
帝

乗
馬
時
の
随
身
）
や
パ
ラ
コ
イ
モ
メ
ノ
ス
（
皇
帝
の
寝
室
管
理
長
官
）
な
ど
、

皇
帝
の
近
辺
で
私
的
な
奉
仕
を
行
な
う
役
職
を
歴
任
し
て
お
り
、
行
政
実
務

に
関
与
し
た
経
験
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
当
然
そ
れ
は
、
帝
国
の
政
務
に
携
わ

っ
て
い
た
要
人
た
ち
と
の
関
係
の
希
薄
さ
を
示
唆
す
る
。
事
実
、
バ
ル
ダ
ス

暗
殺
後
の
バ
シ
レ
イ
オ
ス
に
対
す
る
反
発
を
示
す
資
料
が
い
く
つ
か
確
認
で

き
る
。
例
え
ば
『
続
テ
オ
フ
ァ
ネ
ス
年
代
記
臨
に
よ
る
と
、
バ
シ
レ
イ
オ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

一
世
が
共
治
帝
と
な
っ
た
直
後
、
元
老
院
議
員
に
よ
る
反
乱
計
画
が
あ
っ
た
。

ま
た
バ
ル
ダ
ス
執
政
期
に
ロ
ゴ
テ
テ
ー
ス
・
ト
ゥ
ー
・
ド
ゥ
ロ
ム
ー
（
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

務
・
通
信
長
官
）
を
務
め
て
い
た
シ
ュ
ン
バ
テ
ィ
オ
ス
ら
に
よ
る
反
乱
も
起

き
て
い
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
築
奪
直
後
に
も
、
中
央
艦
隊
長
官
の
ニ
ケ
タ

ス
闘
オ
オ
リ
ュ
フ
ァ
ス
が
反
抗
す
る
構
え
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
バ
シ
レ

イ
オ
ス
～
世
は
築
奮
に
は
成
功
し
た
も
の
の
、
な
お
反
発
す
る
人
々
を
政
府
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内
に
多
数
抱
え
た
状
態
で
、
皇
帝
と
し
て
政
治
運
営
を
進
め
て
い
か
ね
ば
な

ら
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。
か
か
る
状
況
で
は
、
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
の
地
位

や
権
力
は
確
立
し
た
と
は
言
い
が
た
い
。
で
は
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
は
、
い

か
な
る
方
策
を
と
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
最
初
に
バ
ル
ダ
ス
暗
殺
直
後
の
状
況
を
確
認
す
る
。
こ
の
時
行
政
官
職
で

は
ロ
ゴ
テ
テ
ー
ス
・
ト
ゥ
ー
・
ド
ゥ
ロ
ム
ー
が
シ
ユ
ン
バ
テ
ィ
オ
ス
か
ら
グ

　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

メ
ル
に
交
代
し
た
。
た
だ
し
グ
メ
ル
に
は
バ
ル
ダ
ス
と
の
婚
姻
関
係
が
あ
る

も
の
の
、
バ
シ
レ
イ
オ
ス
と
の
親
密
な
関
係
は
確
認
で
き
な
い
。

　
一
方
、
軍
事
官
職
で
は
注
目
す
べ
き
変
化
が
確
認
で
き
る
。
バ
シ
レ
イ
オ

ス
の
兄
弟
で
あ
る
マ
リ
ア
ノ
ス
が
ド
メ
ス
テ
ィ
コ
ス
・
ト
ー
ン
・
ス
コ
ロ
ー

ン
、
そ
し
て
同
じ
く
兄
弟
の
シ
ュ
ン
バ
テ
ィ
オ
ス
（
先
述
の
シ
ュ
ン
バ
テ
ィ

オ
ス
と
は
同
名
別
人
）
が
ド
メ
ス
テ
ィ
コ
ス
・
ト
ー
ン
・
エ
ク
ス
ク
ビ
ト
ー

　
　
　
　
　
　
　
⑥

ン
に
就
任
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
あ
る
い
は
そ

の
近
郊
に
駐
屯
す
る
陸
上
兵
力
（
タ
グ
マ
タ
）
の
主
要
二
部
隊
（
ス
コ
ラ
イ
、

エ
ク
ス
ク
ビ
ト
イ
）
の
長
官
で
あ
る
。
ま
た
、
ミ
カ
エ
ル
三
世
の
暗
殺
の
際

に
は
、
ヘ
タ
イ
レ
イ
ア
ル
ケ
ス
（
ヘ
タ
イ
レ
イ
ア
日
皇
帝
護
衛
部
隊
長
官
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
ア
ル
タ
バ
ス
ド
ス
も
共
犯
者
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
ド
ゥ
ル
ン
ガ
リ
オ

ス
・
テ
ー
ス
・
ビ
グ
ラ
ス
（
宮
廷
護
衛
部
隊
長
富
）
は
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ

ス
・
マ
ニ
ア
ケ
ス
で
あ
っ
た
。
彼
が
早
く
か
ら
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
の
知
己

で
あ
っ
た
こ
と
は
『
続
テ
オ
フ
ァ
ネ
ス
年
代
記
』
や
『
ゲ
ネ
シ
オ
ス
年
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

記
』
で
報
告
さ
れ
て
お
り
、
バ
シ
レ
イ
オ
ス
～
世
と
の
対
立
は
看
取
で
き
な

い
。

　
以
上
要
す
る
に
、
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
は
ミ
カ
エ
ル
三
世
の
暗
殺
時
ま
で

に
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
近
郊
の
陸
上
兵
力
の
多
く
を
自
ら
の
影
響

下
に
お
い
て
い
た
。
タ
グ
マ
タ
や
ヘ
タ
イ
レ
イ
ア
の
長
官
が
参
加
し
て
い
る

ミ
カ
エ
ル
三
世
の
暗
殺
は
、
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
と
申
央
の
軍
に
よ
る
ク
ー

デ
タ
ー
と
言
っ
て
も
下
国
で
は
な
い
。

　
～
方
、
地
方
の
軍
（
テ
マ
タ
）
と
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
が
無
関
係
だ
っ
た

わ
け
で
は
な
い
。
バ
ル
ダ
ス
や
ミ
カ
エ
ル
三
世
の
暗
殺
に
は
ヨ
ハ
ネ
ス
・
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

ル
ド
ス
の
よ
う
な
地
方
嵐
身
者
が
参
加
し
て
い
る
。
ま
た
バ
シ
レ
イ
オ
ス
に

テ
マ
・
マ
ケ
ド
ニ
ア
長
官
の
ツ
ァ
ン
ツ
ェ
ス
配
下
で
勤
務
し
て
い
た
経
歴
が

　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

あ
る
こ
と
や
、
パ
ト
ラ
ス
の
ダ
ネ
リ
ス
未
亡
人
と
の
有
名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
な

ど
を
も
併
せ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
バ
シ
レ
イ
オ
ス
は
早
く
か
ら
地
方
の
有
力

者
た
ち
と
の
密
接
な
関
係
の
構
築
に
務
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
築
落
後
も
か
か
る
関
係
は
継
続
・
強
化
さ
れ
た
。
例
え
ば
レ
オ
ン
の
剃
髪

の
儀
礼
の
際
に
、
小
ア
ジ
ア
の
多
く
の
テ
マ
の
長
官
や
「
ア
ル
コ
ン
た
ち
扁

　
　
　
　
　
　
⑫

が
参
加
し
て
い
る
。
こ
れ
も
地
方
の
有
力
者
た
ち
と
の
（
個
人
的
な
）
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

の
強
化
を
め
ざ
す
も
の
だ
ろ
う
。
反
対
に
地
方
の
有
力
者
た
ち
も
、
バ
シ
レ

イ
オ
ス
～
世
と
結
び
つ
く
こ
と
で
自
ら
の
地
位
の
上
昇
・
強
化
を
め
ざ
し
た
。

ダ
ネ
リ
ス
未
亡
入
の
息
子
の
ヨ
ハ
ネ
ス
が
プ
ロ
ト
ス
パ
タ
リ
オ
ス
の
爵
位
を
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⑭

得
た
の
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
ま
た
、
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
時
代
末
期
～
レ

オ
ン
六
世
時
代
前
半
に
活
躍
し
た
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
出
身
の
軍
入
ニ
ケ
フ
ォ
ロ

ス
・
フ
ォ
ー
カ
ス
は
、
若
年
時
に
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
の
プ
ロ
ト
ス
ト
ラ
ト

ル
を
務
め
て
い
る
が
、
こ
れ
は
か
っ
て
の
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
の
経
歴
と
同

　
　
　
⑮

じ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
手
段
を
利
用
し
て
、
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
は
地
方
の

有
力
者
た
ち
と
密
接
な
関
係
を
結
ん
だ
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
、
バ
シ
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

イ
オ
ス
一
世
は
テ
マ
タ
に
対
す
る
影
響
力
を
保
持
し
た
の
で
あ
る
。

　
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
は
行
政
ス
タ
ッ
フ
に
対
し
て
も
当
然
、
影
響
力
の
強

化
に
努
め
た
。
そ
の
た
め
の
方
策
と
し
て
第
一
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
信
頼

で
き
る
人
物
の
登
用
で
あ
る
。
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
に
や
っ
て
き
た

当
初
、
バ
シ
レ
イ
オ
ス
の
世
話
を
行
な
っ
た
修
道
士
ニ
コ
ラ
オ
ス
・
ア
ン
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

ロ
サ
リ
テ
ス
の
兄
弟
た
ち
の
抜
擢
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。
宙
官
の
バ
ア
ネ

ス
の
登
用
も
、
同
様
の
観
点
か
ら
理
解
で
き
る
。
バ
ア
ネ
ス
は
バ
シ
レ
イ
オ

ス
～
世
に
よ
っ
て
プ
ラ
イ
ポ
シ
ト
ス
及
び
サ
ケ
ラ
リ
オ
ス
（
財
務
長
官
）
に

　
　
　
⑱

任
命
さ
れ
、
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
の
治
世
初
期
か
ら
数
多
く
の
重
要
な
局
面

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

　
第
二
の
方
策
は
、
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
に
忠
実
な
人
物
を
新
た
に
育
成
・

登
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
に
よ
っ
て
登
用
さ
れ
た
入
物

と
し
て
は
、
ス
テ
ユ
リ
ア
ノ
ス
n
ザ
ウ
ツ
ェ
ス
が
あ
げ
ら
れ
る
。
後
述
す
る

よ
う
に
彼
は
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
の
治
世
末
期
に
、
ヘ
タ
イ
レ
イ
ア
ル
ケ
ス

を
務
め
て
い
た
。
同
様
の
例
は
、
レ
オ
ン
六
世
時
代
に
大
き
な
影
響
力
を
持

っ
た
レ
オ
ン
日
コ
イ
ロ
ス
フ
ァ
ク
テ
ス
や
、
先
述
し
た
ニ
ケ
フ
ォ
ロ
ス
u
フ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

オ
二
三
ス
な
ど
に
も
あ
て
は
ま
る
。

　
し
か
し
、
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
の
周
囲
に
行
政
経
験
の
豊
富
な
人
物
が
多

数
い
た
と
は
考
え
に
く
い
の
で
、
こ
う
し
た
方
策
は
限
定
的
に
し
か
行
え
な

か
っ
た
だ
ろ
う
。
現
実
に
資
料
か
ら
確
認
で
き
る
例
も
少
な
い
。
バ
シ
レ
イ

オ
ス
一
世
の
一
族
も
、
兄
弟
た
ち
の
軍
事
面
で
の
登
用
は
あ
る
が
、
行
政
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

職
へ
の
登
用
は
ほ
と
ん
ど
確
認
で
き
な
い
。
バ
ア
ネ
ス
の
重
用
も
テ
オ
ド
ラ

と
テ
オ
ク
テ
ィ
ス
ト
ス
の
関
係
を
想
起
さ
せ
、
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
が
行
政

ス
タ
ッ
フ
と
の
協
調
関
係
を
構
築
す
る
に
い
た
っ
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
を

強
く
示
唆
す
る
。
実
際
バ
シ
レ
イ
オ
ス
～
世
の
時
代
に
は
先
述
し
た
グ
メ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
一
族
が
陰
諜
の
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
て
お
り
、
微
妙
な
関
係
が
続
い
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
ま
た
、
子
飼
い
の
人
物
が
頭
角
を
現
し
て
く
る
の
は
治
世
末
期
で
あ
る
。

つ
ま
り
こ
う
し
た
人
物
た
ち
の
登
用
は
、
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
治
世
の
少
な

く
と
も
前
半
期
に
は
、
意
味
を
持
つ
に
は
い
た
つ
て
い
な
か
っ
た
。

　
以
上
要
す
る
に
、
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
の
背
後
に
は
、
中
央
と
地
方
の
軍

事
力
が
あ
っ
た
。
バ
シ
レ
イ
オ
ス
～
世
は
帝
位
纂
奪
に
際
し
て
、
主
に
中
央

の
軍
事
力
に
依
拠
し
た
一
種
の
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
を
敢
行
し
た
。
そ
れ
に
加

え
て
、
地
方
の
有
力
者
た
ち
と
も
関
係
を
強
化
し
て
、
テ
マ
タ
の
把
握
に
も
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努
め
た
。
つ
ま
り
バ
シ
レ
イ
オ
ス
～
世
の
治
世
は
、
軍
事
力
に
支
え
ら
れ
た

軍
事
政
権
の
時
代
で
あ
っ
た
。
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
の
功
績
も
、
活
発
な
建

築
活
動
を
別
に
す
る
と
、
軍
事
的
な
成
功
が
中
心
で
あ
る
。
加
え
て
彼
自
身

の
権
威
の
強
化
の
た
め
に
も
、
軍
事
的
成
功
は
不
可
欠
だ
っ
た
。

　
そ
の
反
薦
、
ミ
カ
エ
ル
三
世
や
バ
ル
ダ
ス
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
た

政
府
高
官
た
ち
と
は
、
な
お
緊
張
関
係
が
続
い
て
い
た
。
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一

世
は
新
た
な
人
材
の
抜
擢
な
ど
を
す
す
め
た
が
、
そ
う
し
た
方
策
が
大
き
く

実
を
結
ん
だ
と
は
考
え
に
く
い
。
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
の
政
治
的
基
盤
に
は

不
安
定
な
要
素
が
強
く
残
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

①
拙
稿
（
一
九
九
五
）
、
四
八
…
五
一
頁
。

②
回
ぽ
。
上
露
霧
O
。
薮
三
田
寓
ω
甲
O
専
§
§
§
ミ
騨
b
u
。
耀
し
。
。
ω
。
。
（
以
下
、
日
7
0

と
略
）
ら
．
8
刈
■
“
。
｛
．
H
。
給
桑
O
Φ
器
。
。
寡
亮
馨
ミ
鳶
寒
◎
§
ほ
獄
8
じ
σ
巴
旦

　
一
〇
刈
。
。
（
以
下
、
○
Φ
P
と
略
）
・
署
．
刈
？
。
。
9

③
ω
5
芝
曽
江
σ
q
お
只
Φ
e
噛
癖
ミ
§
国
蹄
菱
ミ
ミ
ト
§
§
§
9
ミ
ミ
§
馳
し
d
巴
旦

　
8
8
（
以
下
、
ω
毒
．
と
略
）
．
窓
』
罐
幽
。
窃
．

④
身
ヨ
も
』
器
・

⑤
バ
ル
ダ
ス
の
妻
の
テ
オ
ド
シ
ア
は
グ
メ
ル
の
｝
族
で
あ
る
。
魯
O
．
濁
。
器
亭

　
渥
≦
ω
只
巴
．
）
堕
§
馬
自
警
ミ
守
ミ
N
鴨
出
寒
馬
鴇
駄
O
詠
q
旨
貯
N
§
S
、
門
出
9
ミ
ら
ミ
肉
摯

　
翫
§
§
ミ
辱
ミ
ミ
N
ミ
凡
§
”
ぎ
、
窮
ミ
§
劃
さ
§
ミ
ミ
§
ミ
ら
題
℃
α
暑
ω
巴
ρ
お
。
。
①

　
（
以
下
、
＜
H
O
と
略
）
・
や
。
。
∴
o
｛
．
男
．
≦
ヨ
ぎ
冨
き
訂
（
Φ
冨
ご
甲
ぎ
謹
玉
戸
ミ
鴨

　
寒
、
ミ
ミ
掛
入
醜
§
§
桟
瓦
免
鳶
N
ミ
酒
①
く
。
グ
ゆ
Φ
島
戸
一
〇
〇
〇
。
山
O
O
一
（
以
下
、

　
℃
蜜
ゆ
N
と
略
ン
壮
ミ
8
（
富
8
号
ω
邑
．

⑥
拙
稿
（
一
九
九
五
）
、
五
…
頁
。

⑦
ど
ヨ
も
．
塾
。
㎝
り

⑧
爵
O
b
』
G
。
ρ
O
①
謬
も
気
。
。
■

⑨
ヨ
ハ
ネ
ス
・
カ
ル
ド
ス
に
つ
い
て
は
拙
稿
（
一
九
九
五
）
、
五
二
頁
。

⑩
9
ヨ
も
』
ω
刈
．

⑪
　
日
ず
O
℃
P
慈
雫
舘
。
。
．
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
つ
い
て
は
渡
辺
金
一
氏
も
紹
介
し

　
て
い
る
。
渡
辺
金
一
呪
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
千
年
－
革
命
劇
場
1
』
岩
波

　
新
書
、
一
九
八
五
年
、
一
九
三
⊥
九
六
頁
。

⑫
O
。
二
念
薮
毒
し
。
〈
H
H
℃
。
壱
ξ
『
。
α
q
2
ぎ
。
・
w
導
O
ミ
ミ
§
凡
賞
ゆ
。
呂
払
G
。
鳴
⑩
も
．

　
①
騰
ト
っ
「

⑬
。
｛
9
｝
＜
o
α
Q
ρ
、
．
9
」
①
呂
①
。
。
。
・
⑦
鳥
①
額
8
＜
＝
Φ
雛
α
q
①
、
一
寄
建
鴨
§
§
譜
竃

　
一
二
（
一
り
G
Q
鼻
）
も
や
。
。
。
。
甲
蕗
。
。
（
以
下
、
＜
o
α
Q
餐
り
○
。
心
）
と
略
）
書
署
．
ω
り
○
。
－
ω
O
O
．

⑭
日
菖
ワ
。
。
§

⑮
O
O
G
d
O
』
ρ
彼
は
マ
ン
グ
ラ
ビ
テ
ス
（
侍
従
）
も
務
め
て
い
る
。
こ
れ
は
バ

　
ル
ダ
ス
や
ミ
カ
エ
ル
三
世
暗
殺
の
共
犯
者
で
あ
る
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
縫
ト
ク

　
サ
ラ
ス
の
経
歴
と
類
似
し
て
い
る
が
、
彼
も
小
ア
ジ
ア
の
出
身
で
あ
る
と
考
え
ら

　
れ
る
。
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
目
ト
ク
サ
ラ
ス
に
つ
い
て
は
拙
稿
（
～
九
九
五
）
、

　
五
二
頁
参
照
。

⑯
た
だ
し
、
ニ
ケ
タ
ス
・
島
島
リ
ュ
フ
ァ
ス
の
例
か
ら
も
示
唆
さ
れ
る
よ
う
に
、

　
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
が
艦
隊
を
完
全
に
掌
握
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
問
題
が

　
残
る
。

⑰
9
ヨ
も
．
8
餅

⑱
ミ
カ
エ
ル
三
世
暗
殺
直
後
の
プ
ラ
イ
ポ
シ
ト
ス
は
ヨ
ハ
ネ
ス
と
い
う
人
物
で
あ

　
つ
た
（
ω
《
ヨ
．
唱
．
ト
り
0
㊤
．
）
が
、
八
六
七
年
末
ま
で
に
は
バ
ア
ネ
ス
が
プ
ラ
イ
ポ
シ

　
ト
ス
に
就
任
し
て
い
る
。
ω
《
導
も
』
①
ピ

⑲
バ
ア
ネ
ス
は
八
六
九
－
七
〇
年
の
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
公
会
議
の
際
に

　
は
事
実
上
の
議
長
と
し
て
会
議
を
暮
露
し
た
。
い
∪
■
竃
戯
具
Φ
匹
■
￥
象
ら
ミ
謡
轡

　
O
§
ミ
§
褻
§
、
ミ
§
ミ
臨
鳶
覧
段
§
霜
Ω
Q
N
§
翫
。
§
卜
N
9
℃
巴
ω
一
一
⑩
O
邸
（
以
下
、
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§
、
N
紙
と
略
Y
バ
ア
ネ
ス
は
軍
事
行
動
で
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
が
コ
ン
ス
タ
ン
テ

　
イ
ノ
ー
プ
ル
を
不
在
に
し
て
い
た
際
に
皇
帝
代
理
を
も
務
め
て
い
る
。
O
o
ロ
・

　
象
き
蕗
自
ω
＜
H
H
℃
o
壱
ξ
δ
σ
q
①
鼠
ε
。
・
り
§
越
恥
寧
，
ミ
駐
禽
§
§
馬
識
ミ
ミ
N
§
電

　
肉
舷
鴨
ミ
§
塁
≦
冷
P
一
㊤
り
ρ
署
．
一
武
山
＆
（
8
×
只
。
）
お
α
あ
O
刈
y
　
o
｛
「
℃
《
b
d
N

　
慧
一
Φ
（
田
雪
Φ
ω
》
ロ
α
q
霞
①
ω
）
．

⑳
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
時
代
に
ミ
ュ
ス
テ
ィ
コ
ス
（
皇
帝
の
秘
書
官
）
や
カ
ニ
ク

　
レ
イ
オ
ス
（
皇
帝
の
イ
ン
ク
壷
管
理
長
官
）
を
務
め
た
。
0
9
開
。
諏
器
℃
ト
へ
§

　
O
ぎ
ミ
。
落
ぎ
ら
§
三
山
ぷ
》
o
ら
。
蕊
ミ
織
き
ミ
R
＞
些
Φ
P
一
Φ
ω
り
も
」
り
・

⑳
マ
リ
ア
ノ
ス
が
一
時
ド
メ
ス
テ
ィ
コ
ス
・
ト
ー
ン
・
ス
コ
ロ
ー
ン
と
ロ
ゴ
テ

　
テ
ー
ス
・
ト
ー
ン
・
ア
ゲ
ロ
ー
ン
（
皇
帝
領
管
理
長
官
）
を
兼
任
し
て
い
た
よ
う

　
で
あ
る
。
男
≦
ヨ
訂
ぎ
雪
P
◎
ミ
ミ
謹
h
ミ
咄
§
捜
ミ
註
ミ
笥
ぎ
蚤
肉
§
題
閃
q
§

　
砂
葭
ミ
二
一
ミ
p
Q
匿
試
気
ゆ
§
ミ
、
趣
§
昏
、
・
ひ
切
Φ
島
P
一
〇
c
o
8
ψ
Q
Q
O
『
り
ρ

⑫
≦
O
竈
9
。
。
。
。
山
O
O
．
u
。
｛
k
■
》
・
竃
a
o
ご
息
8
9
鋏
亀
。
q
§
§
n
k
§
§
禽
ミ
麟

　
装
臼
蝕
8
践
黛
e
。
8
日
切
＆
ミ
『
6
§
爵
さ
ミ
。
鋒
．
ミ
Q
蕊
窃
ミ
ミ
詩
9
養
q
鵡
登
頃

　
へ
。
。
q
こ
＆
鼻
〉
Φ
蓼
8
弘
⑩
。
。
一
（
以
下
、
d
d
。
霞
量
m
と
略
γ
℃
誌
ω
』
国
≦
す

　
ぽ
Φ
一
日
磐
P
o
や
。
坤
∫
這
。
。
メ
ω
．
謡
－
刈
G
。
．

⑬
　
9
＜
ぞ
。
。
霞
。
∬
署
．
ω
命
G
。
O
．

⑳
。
｛
・
≦
誘
賦
。
仁
も
・
お
．

二

八
八
三
年
の
政
変

　
ー
バ
シ
レ
イ
オ
ス
［
世
の
政
治
的
地
位
の
動
揺

　
八
八
三
年
、
共
治
帝
の
レ
オ
ン
が
失
脚
し
、
八
八
六
年
七
月
ま
で
三
年
あ

ま
り
宮
殿
内
の
一
室
に
幽
閉
さ
れ
た
。
そ
の
発
端
は
、
レ
オ
ン
が
陰
謀
を
企

て
て
い
る
と
い
う
、
フ
ォ
テ
ィ
オ
ス
の
側
近
で
あ
る
エ
ウ
カ
イ
秘
府
主
教
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

オ
ド
ロ
ス
”
サ
ン
タ
バ
レ
ノ
ス
に
よ
る
密
告
だ
っ
た
。

　
レ
オ
ン
失
脚
の
要
因
に
つ
い
て
は
、
フ
ォ
テ
ィ
オ
ス
も
関
与
し
た
上
で
の

サ
ン
タ
バ
レ
ノ
ス
の
陰
謀
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
強
い
。
例
え
ば
ヴ
ォ
グ
は

サ
ン
タ
バ
レ
ノ
ス
や
共
犯
者
た
ち
が
レ
オ
ン
と
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
儲
を
抹
殺

し
て
、
フ
ォ
テ
ィ
オ
ス
の
一
族
を
帝
位
に
つ
け
よ
う
と
し
て
い
た
と
主
張
す

②る
。
ま
た
K
・
ブ
ル
ダ
ラ
や
ヴ
リ
シ
ド
ゥ
は
レ
オ
ン
の
失
脚
を
、
レ
オ
ン
と

バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
の
抹
殺
を
め
ざ
す
フ
ォ
テ
ィ
オ
ス
の
陰
謀
の
｝
環
と
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

え
て
お
り
、
タ
フ
ァ
ー
も
こ
の
見
解
に
従
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
フ
ォ
テ
ィ
オ
ス
に
と
っ
て
の
バ
シ
レ
イ
オ
ス

一
世
の
存
在
の
重
要
性
を
看
過
し
て
お
り
、
首
肯
で
き
な
い
。

　
フ
ォ
テ
イ
オ
ス
は
八
五
八
年
に
ミ
カ
エ
ル
三
世
と
バ
ル
ダ
ス
に
よ
っ
て
総

主
教
に
任
命
さ
れ
た
が
、
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
は
纂
奪
直
後
に
彼
を
罷
免
し

た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
フ
ォ
テ
ィ
オ
ス
は
八
七
三
年
頃
に
復
帰
す
る
。

　
フ
ォ
テ
イ
オ
ス
に
は
追
放
期
間
申
も
彼
を
支
援
す
る
聖
職
者
た
ち
が
多
数

い
た
。
し
か
し
復
帰
当
時
の
総
主
教
は
フ
ォ
テ
ィ
オ
ス
と
対
立
関
係
に
あ
っ

た
イ
グ
ナ
テ
ィ
オ
ス
だ
っ
た
。
彼
が
八
七
七
年
に
没
し
、
そ
し
て
八
七
九
／

八
○
年
の
公
会
議
で
フ
ォ
テ
ィ
オ
ス
の
名
誉
圓
復
が
な
さ
れ
る
ま
で
、
フ
ォ

テ
ィ
オ
ス
の
地
位
は
教
会
内
部
に
お
い
て
も
確
固
た
る
も
の
と
な
っ
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
④

わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　
さ
ら
に
教
会
外
で
も
、
フ
ォ
テ
ィ
オ
ス
の
地
位
は
脆
弱
だ
っ
た
。
フ
ォ
テ
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イ
オ
ス
の
一
族
は
バ
ル
ダ
ス
や
ミ
カ
エ
ル
三
世
を
結
節
点
と
す
る
血
縁
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
包
摂
さ
れ
て
い
た
。
換
耕
す
れ
ば
フ
ォ
テ
ィ
オ
ス
は
、

ミ
カ
エ
ル
三
世
や
バ
ル
ダ
ス
を
支
え
て
政
治
運
営
を
行
っ
て
い
た
高
官
た
ち

と
非
常
に
深
い
関
係
を
持
っ
た
人
物
だ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
バ
シ
レ
イ
オ
ス
～

世
は
フ
ォ
テ
ィ
オ
ス
の
復
帰
に
よ
っ
て
、
緊
張
関
係
に
あ
っ
た
ミ
カ
エ
ル
三

世
時
代
の
有
力
者
た
ち
と
の
仲
介
者
の
役
割
を
期
待
し
た
だ
ろ
う
。

　
だ
が
現
実
に
は
、
フ
ォ
テ
ィ
オ
ス
は
か
か
る
役
割
を
果
た
し
て
い
な
い
。

確
か
に
、
『
イ
グ
ナ
テ
ィ
オ
ス
伝
騙
や
『
エ
ウ
テ
ユ
ミ
オ
ス
伝
撫
な
ど
か
ら
、

フ
ォ
テ
ィ
オ
ス
の
復
帰
に
伴
っ
て
彼
の
一
族
や
親
し
い
関
係
に
あ
っ
た
人
々

が
何
ら
か
の
役
職
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
は
示
唆
さ
れ
る
。
だ
が
明
確
に
醤
及

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

さ
れ
る
の
は
レ
オ
ン
n
カ
タ
キ
ュ
ラ
ス
の
み
で
あ
る
。
し
か
も
レ
オ
ン
”
幸

島
キ
ュ
ラ
ス
が
就
任
し
て
い
る
の
は
軍
事
官
職
の
ド
ゥ
ル
ン
ガ
リ
オ
ス
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

テ
ー
ス
・
ビ
グ
ラ
ス
で
あ
り
、
彼
の
登
用
が
バ
シ
レ
イ
オ
ス
｝
世
の
政
治
基

盤
の
強
化
に
つ
な
が
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
ヴ
リ
シ
ド
ゥ
は
、
ナ
サ
ル
以

前
の
歴
代
の
中
央
艦
隊
長
官
が
フ
ォ
テ
ィ
オ
ス
と
深
い
結
び
つ
き
を
持
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
⑧

い
た
と
考
え
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
結
び
つ
き
を
示
す
資
料
は
少
な
く
首

肯
で
き
な
い
。

　
以
上
要
す
る
に
、
フ
ォ
テ
ィ
オ
ス
の
地
位
は
少
な
く
と
も
八
七
〇
年
代
宋

ま
で
は
教
会
内
部
で
も
完
全
に
確
立
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
世
俗

の
政
治
機
構
に
お
い
て
も
フ
ォ
テ
イ
オ
ス
の
復
帰
を
契
機
と
し
て
バ
シ
レ
イ

オ
ス
一
世
に
重
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
人
物
は
非
常
に
限
定
的
だ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
で
は
先
行
研
究
が
想
定
す
る
よ
う
な
、
フ
ォ
テ
ィ
オ
ス
を

中
心
と
す
る
強
力
な
政
治
的
集
団
の
存
在
は
考
え
に
く
い
。

　
そ
れ
ゆ
え
フ
ォ
テ
ィ
オ
ス
に
と
っ
て
は
、
自
ら
を
再
抜
擢
し
庇
護
す
る
バ

シ
レ
イ
オ
ス
一
世
と
の
結
び
つ
き
が
必
要
不
可
欠
だ
っ
た
。
八
七
〇
年
代
の

フ
ォ
テ
ィ
オ
ス
の
行
動
を
見
る
と
、
別
書
で
分
析
し
た
よ
う
な
バ
シ
レ
イ
オ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

ス
｝
世
の
地
位
の
正
当
化
の
た
め
の
言
説
の
創
鵬
、
あ
る
い
は
バ
シ
レ
イ
オ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

ス
｝
世
の
最
愛
の
息
子
の
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
が
八
七
九
年
秋
に
没
し
た

　
　
　
　
　
　
　
⑪

後
に
彼
を
列
聖
す
る
な
ど
、
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
の
意
を
受
け
た
、
あ
る
い

は
皇
帝
に
お
も
ね
る
よ
う
な
行
動
が
多
い
。
こ
れ
ら
か
ら
、
自
ら
の
立
場
を

守
り
、
皇
帝
と
の
結
合
を
強
化
す
る
と
い
う
フ
ォ
テ
ィ
オ
ス
の
意
志
が
看
取

で
き
る
。
つ
ま
り
フ
ォ
テ
ィ
オ
ス
に
と
っ
て
バ
シ
レ
イ
オ
ス
～
世
は
、
自
ら

の
地
位
の
唯
一
の
よ
り
ど
こ
ろ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ゆ
え
に
フ
ォ
テ
ィ
オ
ス
が
バ
シ
レ
イ
オ
ス
～
世
を
抹
殺
し
よ
う
と
す
る
と

は
考
え
ら
れ
な
い
。
フ
ォ
テ
ィ
オ
ス
に
と
っ
て
は
、
バ
シ
レ
イ
オ
ス
～
世
の

抹
殺
は
自
殺
行
為
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
フ
ォ
テ
ィ
オ
ス
と
サ
ン
タ
バ
レ

ノ
ス
が
、
レ
オ
ン
の
み
な
ら
ず
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
を
も
抹
殺
し
よ
う
と
し

て
い
た
と
い
う
議
論
は
成
立
し
な
い
。

　
で
は
、
フ
ォ
テ
ィ
オ
ス
ら
が
レ
オ
ン
の
み
の
抹
殺
を
意
図
し
て
陰
謀
を
企

画
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
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レ
オ
ン
の
失
脚
を
伝
え
る
資
料
か
ら
看
取
で
き
る
の
は
、
レ
オ
ン
の
処
罰

に
対
し
て
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
が
非
常
に
積
極
的
で
あ
る
、
と
い
う
点
で
あ

る
。
確
か
に
サ
ン
タ
バ
レ
ノ
ス
は
レ
オ
ン
の
陰
謀
計
画
の
密
告
や
、
そ
の
他

の
人
々
に
つ
い
て
の
密
告
な
ど
を
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
に
行
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
フ
ォ
テ
ィ
オ
ス
が
レ
オ
ン
の
失
脚
に
直
接
関
与
し
て
い
た
こ
と
を
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

す
資
料
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
む
し
ろ
彼
は
レ
オ
ン
に
対
す
る
処
罰
の
軽
減
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
に
働
き
か
け
て
い
る
。
レ
オ
ン
の
失
脚
に
関
し
て
は
バ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

シ
レ
イ
オ
ス
一
世
が
主
導
権
を
握
っ
て
お
り
、
そ
の
意
を
受
け
て
サ
ン
タ
バ

レ
ノ
ス
が
密
告
（
調
査
？
）
な
ど
の
行
動
を
行
な
っ
て
い
る
。

　
特
に
ヴ
リ
シ
ド
ゥ
に
顕
著
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
傾
向
と
し
て
、

フ
ォ
テ
ィ
オ
ス
の
政
治
的
意
図
を
過
度
に
強
調
す
る
一
方
で
、
バ
シ
レ
イ
オ

ス
一
世
の
意
思
や
政
治
的
行
動
を
完
全
に
看
過
し
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

換
言
す
れ
ば
先
行
研
究
で
は
バ
シ
レ
イ
オ
ス
～
世
は
、
フ
ォ
テ
ィ
オ
ス
ら
の

陰
謀
に
気
づ
か
ぬ
愚
か
で
無
力
な
老
人
の
よ
う
に
見
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
現
実
に
は
、
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
自
身
が
主
導
し
て
レ
オ
ン
を
尖
脚
さ
せ

た
の
で
あ
る
。

　
レ
オ
ン
の
失
脚
に
関
連
し
て
も
う
一
点
看
過
で
き
な
い
の
は
、
レ
オ
ン
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

連
座
し
て
多
く
の
人
々
が
処
罰
を
受
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
八
八
三
年
時

点
で
は
、
レ
オ
ン
は
共
忌
事
と
は
い
え
統
治
行
為
に
は
参
与
し
て
い
な
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
肚
は
レ
オ
ン
の
抹
殺
を
意
図
し
、
多

く
の
政
府
要
人
た
ち
を
も
駆
逐
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
例
え
ば
ド
メ
ス
テ
ィ

コ
ス
・
ト
ー
ン
・
ス
コ
ロ
ー
ン
の
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
ク
ラ
テ
ロ
ス
が
～
蒔
的

　
　
　
　
　
　
　
⑯

に
更
迭
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
非
常
に
早
く
か
ら
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
と
の
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

係
の
あ
っ
た
軍
入
で
あ
る
。
ま
た
レ
オ
ン
六
世
時
代
に
マ
ギ
ス
ト
ロ
ス
と
な

る
ス
テ
フ
ァ
ノ
ス
ほ
会
解
マ
リ
ア
ス
も
、
サ
ン
タ
バ
レ
ノ
ス
に
よ
っ
て
告
発

　
　
　
　
⑱

さ
れ
て
い
る
。

　
J
・
グ
ロ
ス
デ
イ
デ
イ
エ
・
ド
・
マ
ト
ン
に
よ
る
と
、
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一

世
が
没
し
た
直
後
、
八
八
六
年
末
の
段
階
で
、
レ
オ
ン
六
世
は
既
に
政
府
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

官
た
ち
を
ほ
ぼ
完
全
に
掌
握
し
て
い
た
。
だ
が
レ
オ
ン
の
復
権
は
バ
シ
レ
イ

オ
ス
一
世
の
死
の
直
前
で
あ
り
、
八
八
三
－
八
八
六
年
の
期
間
に
レ
オ
ン
が

何
ら
か
の
政
治
的
行
動
を
と
れ
た
可
能
性
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
失
脚
直
葡
の

八
八
三
年
の
段
階
で
既
に
、
レ
オ
ン
の
周
囲
に
は
無
視
で
き
ぬ
数
の
中
央
政

府
の
有
力
者
た
ち
が
集
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
人
々
は

当
然
、
バ
シ
レ
イ
オ
ス
　
世
の
治
世
を
通
じ
て
バ
シ
レ
イ
オ
ス
｝
世
と
緊
張

関
係
に
あ
っ
た
人
々
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
は
治
世
末
期

に
な
っ
て
も
な
お
、
政
府
有
力
者
た
ち
と
の
有
効
な
協
調
関
係
を
構
築
で
き

ず
に
い
た
。
加
え
て
治
世
末
期
に
は
、
元
来
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
の
強
力
な

支
持
基
盤
だ
っ
た
は
ず
の
中
央
の
軍
の
な
か
に
も
、
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
ク
ラ

テ
ロ
ス
の
よ
う
に
彼
に
反
発
す
る
入
物
が
現
わ
れ
て
き
て
い
た
。

　
以
上
要
す
る
に
、
少
な
く
と
も
八
八
三
年
の
段
階
で
、
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一

114　（568）



「墓奪皇帝」の栄光と失敗（小林）

世
の
政
治
的
立
場
は
危
機
的
な
状
況
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
れ
を
察
知
し

た
バ
シ
レ
イ
オ
ス
～
世
は
、
実
際
に
陰
謀
の
意
図
や
計
画
が
あ
っ
た
か
否
か

は
別
と
し
て
、
反
着
筆
の
中
心
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
レ
オ
ン
を
失
脚
さ
せ
、

彼
に
連
座
さ
せ
る
形
で
そ
の
他
の
人
々
を
も
抹
殺
し
よ
う
と
し
た
。
主
導
権

を
握
っ
て
い
た
の
は
フ
ォ
テ
ィ
オ
ス
で
も
サ
ン
タ
バ
レ
ノ
ス
で
も
な
く
、
バ

シ
レ
イ
オ
ス
一
世
自
身
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
何
ゆ
え
治
世
末
期
に
こ
う
し
た
危
機
的
な
状
況
が
現
出
し
た
の
だ

ろ
う
か
。
背
景
と
し
て
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
八
八
○
年
前
後
か
ら
軍

事
的
な
敗
北
が
連
続
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
は
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ユ
ラ
ク
サ
の
陥
落
に
よ
る
シ
チ
リ
ア
島
の
事
実
上
の
喪
失
（
八
七
八
年
）
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

南
イ
タ
リ
ア
で
の
敗
北
（
八
八
二
年
）
、
一
旦
回
復
し
た
キ
プ
ロ
ス
島
の
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

況
の
悪
化
（
八
八
二
年
頃
？
）
、
そ
し
て
小
ア
ジ
ア
東
部
に
お
け
る
ム
ス
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ム
へ
の
敗
北
（
八
八
三
年
）
な
ど
が
連
続
し
た
。
先
述
し
た
よ
う
に
軍
事
政

権
的
な
色
彩
の
強
い
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
期
に
は
、
相
次
ぐ
軍
事
的
敗
北
は

政
権
の
動
揺
を
引
き
起
こ
す
要
因
と
な
り
え
た
。

　
第
二
に
、
｝
族
や
側
近
た
ち
の
相
次
ぐ
死
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
時
期
ま

で
に
は
先
述
し
た
長
男
の
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
や
マ
リ
ア
ノ
ス
、
シ
ュ
ン

バ
テ
ィ
オ
ス
、
あ
る
い
は
婿
で
ド
メ
ス
テ
ィ
コ
ス
・
ト
ー
ン
・
ス
コ
ロ
ー
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

だ
っ
た
ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ロ
ス
ら
が
世
を
去
っ
た
。
バ
ア
ネ
ス
も
八
七
九
年
以

降
は
資
料
で
言
及
さ
れ
な
く
な
る
。
そ
し
て
八
八
二
年
頃
に
は
妃
の
エ
ウ
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

キ
ア
・
イ
ン
ゲ
リ
ナ
も
没
し
た
。

　
彼
ら
の
死
に
よ
っ
て
、
バ
シ
レ
イ
オ
ス
～
世
は
自
ら
の
意
を
受
け
て
行
動

し
て
く
れ
る
有
能
な
側
近
を
失
っ
た
。
ま
た
エ
ウ
ド
キ
ア
隠
イ
ン
ゲ
リ
ナ
の

死
も
無
視
で
き
な
い
。
彼
女
は
九
世
紀
前
半
か
ら
資
料
で
琶
及
さ
れ
る
マ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

テ
ィ
ナ
キ
オ
ス
家
の
出
身
で
、
最
初
ミ
カ
エ
ル
三
世
の
愛
人
だ
っ
た
。
ミ
カ

エ
ル
三
世
は
八
六
五
年
頃
に
バ
シ
レ
イ
オ
ス
を
エ
ウ
ド
キ
ア
u
イ
ン
ゲ
リ
ナ

　
　
　
　
　
⑳

と
結
婚
さ
せ
た
が
、
こ
れ
は
バ
シ
レ
イ
オ
ス
を
マ
ル
テ
ィ
ナ
キ
オ
ス
家
に
事

実
上
婿
入
り
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
バ
シ
レ
イ
オ
ス
に
対
す
る
反
発
を
和

ら
げ
よ
う
と
す
る
ミ
カ
エ
ル
三
世
の
配
慮
だ
ろ
う
。
そ
し
て
実
際
に
、
彼
女

が
没
し
た
直
後
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
混
乱
が
連
続
し
た
こ
と
か
ら
も
示
唆
さ
れ

る
よ
う
に
、
エ
ウ
ド
キ
ア
・
イ
ン
ゲ
リ
ナ
は
バ
シ
レ
イ
オ
ス
｝
世
と
政
府
要

人
た
ち
と
の
関
係
を
仲
介
す
る
役
割
を
確
か
に
果
た
し
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
に
八
八
○
年
代
初
頭
に
は
、
そ
れ
ま
で
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
の

政
治
的
立
場
を
支
え
て
い
た
い
く
つ
か
の
条
件
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
り
、
結
果

と
し
て
バ
シ
レ
イ
オ
ス
～
世
に
不
満
を
持
つ
人
々
の
動
き
も
活
発
に
な
り
つ

つ
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
下
、
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
は
息
子
で
後
継
者
の

レ
オ
ン
を
も
切
り
捨
て
て
、
一
応
の
危
機
を
脱
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
よ

っ
て
彼
を
と
り
ま
く
状
況
が
基
本
的
に
改
善
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

困
難
な
状
況
は
な
お
も
続
く
の
で
あ
る
。

　
①
ω
《
ヨ
も
。
．
ま
刈
－
卜
⊃
①
c
。
月
葛
署
b
お
・
ω
0
ρ
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②
＜
。
α
q
ス
6
ω
昏
y

③
じ
u
。
自
紆
β
讐
」
罐
∴
。
。
P
“
円
。
話
ぽ
撹
（
お
O
刈
）
も
や
刈
ρ
。
。
O
．

④
窪
閃
．
U
く
o
H
巴
ぎ
§
恥
辱
。
蹴
§
浄
写
ミ
㌔
§
§
望
ミ
ミ
ト
蒔
§
鼻
〇
四
型
び
門
匡
α
q
ρ

　
一
Φ
鼻
。
◎
雫

⑤
℃
ζ
じ
d
N
齢
卜
。
器
（
℃
ぎ
ぎ
ω
ど
拙
稿
「
九
世
紀
前
半
ビ
ザ
ン
ツ
に
お
け
る
皇
帝

　
権
力
ー
テ
オ
フ
ィ
ロ
ス
政
権
を
支
え
た
人
々
f
」
『
史
林
撫
七
九
－
五
、
　
｝

　
九
九
六
年
、
一
一
五
…
一
四
八
頁
（
以
下
、
拙
稿
（
一
九
九
六
）
と
略
）
、
一
四

　
〇
頁
。

⑥
勺
．
孤
島
p
出
塁
辱
（
Φ
8
”
ミ
琳
織
肉
ミ
ぎ
旨
き
ざ
ミ
黙
ミ
9
し
d
H
¢
膏
濠
G
・
甲

　
6
刈
。
（
以
下
、
＜
国
と
略
）
ら
払
『
蜜
8
霧
U
匿
傷
℃
巷
募
σ
q
8
β
類
ミ

　
曹
ミ
尽
、
O
δ
ρ
ρ
膳
。
。
甲
鴛
軽
（
以
下
、
≦
と
略
）
層
ρ
㎝
＄
U
．

⑦
彼
は
レ
オ
ン
六
世
時
代
に
ド
メ
ス
テ
ィ
コ
ス
・
ト
ー
ン
・
ス
コ
ロ
…
ン
と
な
つ

　
て
い
る
の
で
、
主
に
軍
事
経
歴
を
重
ね
て
い
た
入
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑧
＜
ぞ
ω
箆
。
∬
竈
』
⑩
よ
ω
9
ニ
ケ
タ
ス
・
協
同
リ
ユ
フ
ァ
ス
と
フ
ォ
テ
ィ
オ
ス
の

　
親
し
い
関
係
は
『
イ
グ
ナ
テ
ィ
オ
ス
伝
』
か
ら
示
唆
さ
れ
る
（
＜
H
　
O
’
⑰
一
①
○
．
）

　
が
、
彼
は
フ
ォ
テ
ィ
オ
ス
が
失
脚
し
て
い
た
時
期
に
も
長
官
職
を
務
め
て
お
り
、

　
フ
ォ
テ
ィ
オ
ス
の
復
帰
と
直
接
関
連
し
な
い
。
～
方
中
央
艦
隊
長
官
だ
っ
た
エ
リ

　
ア
ス
宛
の
フ
ォ
テ
ィ
オ
ス
の
書
簡
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
こ
の
二
人
の
親

　
密
な
関
係
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
℃
7
0
［
ご
ω
曽
警
韓
霜
貯
“
8
．
一
①
”
旨
r
一
〇
刈
層
”

　
9
勺
窯
ゆ
N
牡
顧
O
ω
（
国
離
器
y

⑨
　
拙
一
法
（
二
〇
〇
六
）
。

⑩
紹
日
も
．
卜
。
①
ρ
露
O
ワ
。
。
蒔
。
。
．

⑪
拙
稿
（
二
〇
〇
六
）
、
一
九
〇
頁
。

⑫
フ
ォ
テ
ィ
オ
ス
と
敵
対
し
て
国
外
に
逃
亡
し
て
い
た
ス
テ
ユ
リ
ア
ノ
ス
・
マ
パ

　
ス
の
み
が
教
皇
宛
轡
簡
で
フ
ォ
テ
ィ
オ
ス
の
関
与
を
指
摘
し
て
い
る
。
ζ
9
霧
辞

　
o
■
駆
ω
ω
■
た
だ
し
こ
の
書
簡
は
レ
オ
ン
六
世
時
代
の
も
の
で
あ
り
、
記
述
は
事
実

　
と
は
考
え
に
く
い
。

⑬
の
畷
ヨ
．
や
ま
。
。
甲
日
7
0
恩
．
ら
。
O
ρ

⑭
臣
O
や
G
。
q
ρ
身
自
署
．
卜
。
O
c
。
南
①
ρ

⑮
『
偽
シ
ュ
メ
ォ
ン
年
代
記
臨
に
よ
る
と
、
レ
オ
ン
の
全
側
近
が
処
罰
さ
れ
て
い

　
る
。
℃
ω
．
ω
《
ヨ
も
．
①
㊤
メ

⑯
紹
ヨ
も
』
①
⑩
L
。
｛
．
誤
O
薯
辱
b
。
。
。
①
幽
。
。
刈
．

⑰
ミ
カ
エ
ル
三
世
は
最
初
、
バ
シ
レ
イ
オ
ス
を
ヘ
タ
イ
レ
イ
ア
に
配
属
し
た
が
、

　
ア
ン
ド
レ
ア
ス
は
そ
の
時
ヘ
タ
イ
レ
イ
ア
ル
ケ
ス
だ
っ
た
。
ω
団
旨
．
や
春
。
ω
㎝
・

⑱
ど
ヨ
も
』
謡

⑲
回
9
。
し
。
伍
藪
Φ
乙
①
鑑
舞
8
ω
闇
．
、
日
8
院
ψ
銭
Φ
ω
ω
霞
慰
穿
く
H
．
、
”
辱
織
§
§
ミ

　
ミ
ミ
鼠
ミ
只
一
㊤
刈
ω
γ
唱
唱
μ
c
◎
鱒
ー
ト
σ
潜
ト
っ
“
b
娼
．
一
り
。
◎
一
笛
O
ρ

⑳
ど
ヨ
■
噂
』
①
郵

⑳
ど
白
も
℃
．
ま
①
山
①
刈
隔
二
二
．
G
。
O
O
ゐ
8
．

⑫
　
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
は
バ
シ
レ
イ
オ
ス
～
世
時
代
に
七
年
間
キ
プ
ロ
ス
島
を
支
配
し

　
て
い
た
。
O
o
器
冨
p
出
自
ω
≦
H
℃
o
壱
ξ
門
。
σ
q
Φ
歎
ε
P
b
恥
§
偽
§
ミ
尊
δ
＜
p
賦
＄
戸

　
痴
り
諮
も
．
c
。
ド
A
・
ヴ
ァ
シ
リ
エ
フ
は
キ
プ
ロ
ス
島
の
制
圧
を
八
七
四
－
八
七
七

　
年
頃
、
W
・
ト
レ
ッ
ド
ゴ
ー
ル
ド
は
八
七
五
年
と
し
て
い
る
。
〉
．
〉
．
＜
窃
臣
Φ
メ

　
身
偽
ミ
恥
題
§
出
ミ
富
防
自
・
卜
亀
§
亀
防
ミ
さ
ら
き
ミ
§
ミ
鳶
軌
箏
b
三
絶
N
、
卜
題
淘
鴨
－

　
隷
職
。
謹
ざ
ミ
耐
費
題
譜
身
職
ミ
偽
偽
躰
聖
訓
醇
ミ
譜
防
霜
N
導
£
§
寒
貯
を
ミ
防
譜

　
さ
ら
§
ミ
§
糞
ω
「
黄
Φ
富
Φ
ω
”
一
8
c
。
Y
娼
や
忠
よ
切
．
“
日
同
＄
住
σ
q
o
匡
（
図
り
り
日
γ
窓
昌

　
駆
0
刈
－
魁
㎝
c
Q
．

⑯
し
。
畷
旨
ワ
ま
P
円
7
0
署
．
卜
⊃
Q
。
①
凸
。
。
刈
■
“
勺
．
《
■
筆
①
翫
。
。
（
貫
V
り
§
魅
§
ミ
墜
駄

　
ミ
・
寄
貯
識
霞
§
§
馬
拙
き
毯
ミ
沁
馬
ら
。
竃
、
3
》
ぎ
鋤
昌
ざ
H
O
Q
◎
N
唱
．
刈
り
（
》
．
悶
．

　
卜
。
①
c
。
Y

⑳
。
｛
．
℃
．
囚
琶
養
田
《
響
㌦
．
ピ
．
①
a
2
儀
、
§
Φ
箆
量
霞
、
げ
§
驚
（
お
鎗
y
薯
■

　
G
。
？
に
一
・
や
り
。
。
．
H
↓
お
＆
α
q
o
一
匹
（
お
箋
）
も
．
り
念
（
p
ト
っ
。
。
）
．

⑮
国
■
囚
に
暑
（
a
・
）
甲
．
、
N
三
冠
α
q
貼
⑦
o
㌶
。
。
o
ぽ
6
①
×
冨
芦
げ
臼
田
㊦
畔
同
訂
0
9
碧
。
象
①

　
O
Φ
旨
固
置
ぼ
際
臥
ω
Φ
話
U
Φ
o
＜
同
”
ド
ミ
ミ
鼠
誌
防
譜
N
臨
ミ
ミ
§
暗
§
昌
§
恥
㍗
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国
欝
誌
い
§
お
豪
賦
薔
丸
め
（
目
。
。
り
。
。
y
署
．
ゲ
b
。
偽
（
以
下
、
＜
日
と
略
）
（
p
。
『
9

　
匿
な
”
＼
＼
考
≦
≦
■
傷
8
訴
．
o
「
α
q
＼
。
。
蝕
馨
。
。
b
っ
＼
↓
じ
6
×
6
ω
＼
ト
っ
餅
寓
ヨ
｝
）
も
」
財

⑳
H
o
鴛
屋
ω
ω
ξ
導
N
Φ
9
留
愚
隔
蹄
ミ
§
・
§
，
§
”
じ
d
巴
貫
6
↓
ρ
署
■

　
一
ト
つ
刈
－
一
N
Q
◎
．

⑳
ω
罵
ヨ
も
』
Q
。
介
勺
。
。
咀
ω
歴
日
も
で
．
①
①
刈
よ
①
Q
。
．

幽
ω
団
ヨ
も
』
蒔
G
。
．

三

八
八
穴
年
の
状
況

　
　
　
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
に
対
す
る
陰
謀
と
レ
オ
ン
の
復
帰

　
八
入
六
年
の
春
、
ド
メ
ス
テ
ィ
コ
ス
・
ト
ー
ン
・
ヒ
カ
ナ
ト
ー
ン
の
口
達

ネ
ス
・
ク
ル
ク
ア
ス
を
申
心
と
す
る
陰
謀
計
画
が
発
覚
し
た
。
こ
の
陰
謀
に

は
、
ヘ
タ
イ
レ
イ
ア
ル
ケ
ス
の
ミ
カ
エ
ル
、
カ
ト
ゥ
ダ
レ
ス
、
ミ
ュ
ク
サ
レ

ス
、
バ
ブ
ツ
ィ
コ
ス
な
ど
六
六
人
の
「
元
老
院
議
員
と
ア
ル
コ
ン
た
ち
扁
が

　
　
　
　
　
①

参
加
し
て
い
た
。
こ
の
歌
意
は
、
多
数
の
「
元
老
院
議
員
と
ア
ル
コ
ン
た

ち
」
の
参
加
に
加
え
、
ミ
ュ
ク
サ
レ
ス
や
バ
ブ
ツ
ィ
コ
ス
な
ど
の
、
テ
オ
フ

ィ
ロ
ス
（
在
位
△
死
－
八
四
二
年
）
・
ミ
カ
エ
ル
王
世
父
子
と
関
係
の
深

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

い
一
門
が
参
加
し
て
い
る
こ
と
も
無
視
で
き
な
い
。

　
ま
た
、
首
謀
者
が
ド
メ
ス
テ
ィ
コ
ス
・
ト
ー
ン
・
ヒ
カ
ナ
ト
ー
ン
と
い
う

タ
グ
マ
タ
の
部
隊
長
で
あ
る
こ
と
と
、
ヘ
タ
イ
レ
イ
ア
ル
ケ
ス
が
参
加
し
て

い
る
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
。
八
八
三
年
に
一
時
更
迭
さ
れ
た
ド
メ
ス
テ
イ

コ
ス
・
ト
ー
ン
・
ス
コ
ロ
ー
ン
の
ア
ン
ド
レ
ア
ス
睦
ク
ラ
テ
ロ
ス
に
続
き
、

コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
の
軍
司
令
官
が
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
に
反
旗
を

翻
し
て
い
る
。
つ
ま
り
申
央
の
軍
の
う
ち
、
動
向
の
不
明
な
エ
ク
ス
ク
ビ
ト

イ
を
別
に
す
る
と
、
ス
コ
ラ
イ
、
ヒ
カ
ナ
ト
イ
、
ヘ
タ
イ
レ
イ
ア
の
三
部
隊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

が
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
か
ら
距
離
を
置
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。　

ま
た
こ
の
時
期
、
テ
マ
タ
の
主
力
は
ニ
ケ
フ
ォ
ロ
ス
網
フ
ォ
ー
カ
ス
の
指

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

揮
の
も
と
、
南
イ
タ
リ
ア
に
遠
征
を
行
な
っ
て
い
た
。
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世

が
急
死
し
て
レ
オ
ン
六
世
が
実
権
を
掌
握
す
る
と
、
レ
オ
ン
六
世
は
ニ
ケ
フ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

オ
ロ
ス
目
フ
ォ
ー
カ
ス
を
急
遽
召
喚
す
る
。
こ
れ
は
、
ニ
ケ
フ
ォ
ロ
ス
H
フ

ォ
ー
カ
ス
及
び
彼
の
配
下
の
軍
事
力
の
動
向
が
、
レ
オ
ン
六
世
に
と
っ
て
非

常
に
重
大
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
つ
ま
り
ニ
ケ
フ
ォ
ロ

ス
日
フ
ォ
ー
カ
ス
や
テ
マ
タ
は
八
八
六
年
の
時
点
で
も
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世

に
忠
実
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ク
ル
ク
ア
ス
の
陰
謀
は
、

テ
マ
タ
の
不
在
に
乗
じ
て
計
画
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

　
ク
ル
ク
ア
ス
の
陰
謀
の
後
、
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
は
レ
オ
ン
を
復
権
さ
せ

て
共
治
帝
に
戻
し
た
。
咽
続
テ
オ
フ
ァ
ネ
ス
年
代
記
撫
に
よ
る
と
、
こ
れ
は

光
角
院
議
員
た
ち
が
レ
オ
ン
の
復
帰
を
働
き
か
け
た
結
果
で
あ
り
、
ま
た

『
テ
オ
フ
ァ
ノ
伝
』
に
よ
る
と
、
ヘ
タ
イ
レ
イ
ア
ル
ケ
ス
の
ス
テ
ユ
リ
ア
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ス
馴
ザ
ウ
ツ
ェ
ス
が
レ
オ
ン
の
復
帰
を
進
言
し
た
結
果
で
あ
る
。
レ
オ
ン
の

復
帰
が
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
の
本
心
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
『
シ
ュ
メ
オ
ン
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⑦

年
代
記
臨
や
『
テ
オ
フ
ァ
ノ
伝
』
か
ら
看
取
で
き
る
。

　
ク
ル
ク
ア
ス
の
陰
謀
に
参
加
し
た
ミ
カ
エ
ル
に
続
い
て
、
ヘ
タ
イ
レ
イ
ア

ル
ケ
ス
が
重
要
な
局
面
に
登
場
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
も
は
や

コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
の
軍
は
、
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
に
と
っ
て
は
頼

る
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
と
な
っ
て
い
た
。
テ
マ
タ
不
在
の
状
況
下
で
は
そ

れ
は
致
命
的
で
あ
っ
た
。
ま
た
ス
テ
ユ
リ
ア
ノ
ス
隠
ザ
ウ
ツ
ェ
ス
の
よ
う
な

バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
子
飼
い
の
人
物
で
す
ら
、
も
は
や
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世

を
支
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
も
示
唆
さ
れ
る
。
二
野
テ
オ

フ
ァ
ネ
ス
年
代
記
聴
の
記
述
を
も
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
、
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一

世
は
中
央
政
府
の
高
官
た
ち
に
加
え
て
筥
都
の
軍
か
ら
も
、
異
議
を
申
し
立

て
ら
れ
、
レ
オ
ン
の
復
帰
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
バ
シ
レ

イ
オ
ス
一
世
に
と
っ
て
、
レ
オ
ン
の
復
帰
は
い
わ
ば
強
要
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
事
実
上
の
ク
ー
デ
タ
ー
だ
っ
た
。

　
レ
オ
ン
復
帰
の
直
後
、
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
は
狩
り
の
際
の
け
が
が
原
因

　
　
　
　
⑧

で
急
死
す
る
。
単
独
皇
帝
と
な
っ
た
レ
オ
ン
六
呂
は
す
ぐ
に
フ
ォ
テ
ィ
オ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

と
サ
ン
タ
バ
レ
ノ
ス
を
更
迭
す
る
。
フ
ォ
テ
ィ
オ
ス
の
失
脚
は
不
可
避
で
あ

っ
た
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
フ
ォ
テ
ィ
オ
ス
の
地
位
は
バ
シ
レ
イ
オ
ス
｝
世

次
第
だ
っ
た
。
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
の
死
に
よ
っ
て
唯
一
の
庇
護
者
を
失
っ

た
フ
ォ
テ
ィ
オ
ス
の
命
運
も
ま
た
、
尽
き
た
の
で
あ
る
。

　
①
G
り
団
ヨ
．
竈
』
①
⑩
心
刈
ρ

②
拙
稿
（
一
九
九
五
）
、
拙
稿
（
｝
九
九
六
）
。

③
ド
ゥ
ル
ン
ガ
リ
オ
ス
こ
ア
ー
ス
・
ビ
グ
ラ
ス
は
前
章
で
紹
介
し
た
レ
オ
ン
・
カ

　
タ
キ
ュ
ラ
ス
で
あ
る
。

④
○
○
し
d
o
℃
』
O
春
野
な
お
ヴ
リ
シ
ド
ゥ
は
ニ
ケ
フ
ォ
ロ
ス
・
フ
ォ
ー
カ
ス
の
南

　
イ
タ
リ
ア
上
陸
を
八
八
六
年
と
考
え
て
い
る
が
、
時
間
的
に
無
理
が
あ
り
首
肯
で

　
き
な
い
。
＜
ξ
し
。
箆
o
F
唱
．
同
⑩
り
由
0
8

⑤
O
O
ゆ
℃
』
蒔

⑥
寡
O
署
．
ω
0
9
G
。
臼
”
＜
円
署
」
H
山
県

⑦
ど
ヨ
も
唱
』
①
。
。
幽
①
り
恥
く
↓
署
’
一
ω
∴
県

⑧
ω
《
ヨ
も
』
刈
ρ
＜
国
唱
．
甲
伊
な
お
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
は
暗
殺
さ
れ
た
可
能

　
性
が
あ
る
。
＜
o
α
q
［
（
一
り
ω
蒔
）
甲
署
．
禽
①
虞
培
・
”
O
■
鼠
き
α
Q
P
．
、
国
亀
o
o
貯
ぎ
σ
q
曽
堕

　
冨
”
↓
冨
冨
。
【
ヨ
磐
μ
冥
妄
ひ
①
三
四
〇
＆
o
鼠
弩
U
罵
麸
。
・
蔓
．
り
N
ぽ
ミ
隷
肉
鶏
さ
蓬

　
ミ
蓉
ミ
。
寒
心
武
守
笥
ぎ
ミ
辰
＼
δ
（
6
お
）
甲
署
．
ミ
山
刈
も
．
沁
①
．

⑨
9
導
署
．
卜
。
記
山
刈
野

お
　
わ
　
り
　
に

　
バ
ル
ダ
ス
や
ミ
カ
エ
ル
三
世
の
暗
殺
に
よ
っ
て
帝
位
を
墓
憎
し
た
バ
シ
レ

イ
オ
ス
一
世
は
、
政
治
運
営
を
行
っ
て
い
く
た
め
の
確
固
た
る
権
力
基
盤
を

持
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
彼
は
、
基
本
的
に
は
軍
事
力

に
依
存
し
た
「
軍
事
政
権
」
的
色
彩
の
強
い
統
治
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
。　

も
ち
ろ
ん
彼
は
そ
の
状
況
に
安
住
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
新
た
な
人

材
の
登
用
な
ど
を
通
じ
て
、
中
央
政
府
の
要
人
た
ち
と
の
協
調
関
係
の
構
築
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を
目
指
し
て
は
い
た
。
し
か
し
バ
シ
レ
イ
オ
ス
｝
世
の
努
力
は
結
実
せ
ず
、

治
世
末
期
に
な
る
と
反
発
す
る
勢
力
の
動
き
を
無
視
で
き
な
く
な
り
つ
つ
あ

っ
た
。
バ
シ
レ
イ
オ
ス
　
世
は
そ
れ
を
暴
力
的
に
抑
圧
し
よ
う
と
し
た
。
八

八
三
年
の
レ
オ
ン
の
失
脚
は
、
こ
う
し
た
文
脈
で
理
解
で
き
る
。

　
だ
が
、
そ
れ
は
　
時
的
な
解
決
法
で
し
が
な
か
っ
た
。
そ
し
て
八
八
六
年

に
な
る
と
、
首
都
の
軍
事
力
の
大
半
ま
で
が
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
を
見
限
る

こ
と
と
な
る
。
治
世
初
期
以
来
の
「
軍
事
政
権
」
が
破
綻
し
、
バ
シ
レ
イ
オ

ス
一
世
は
い
わ
ば
「
軍
」
と
「
元
老
院
」
か
ら
反
旗
を
翻
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
は
レ
オ
ン
の
復
帰
に
よ
る
事
態
の
収
拾
を

余
儀
な
く
さ
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
経
過
か
ら
看
取
で
き
る
の
は
、
皇
帝
に
は
軍
と
行
政
機
構
双

方
の
要
人
た
ち
と
親
密
な
関
係
を
築
き
、
協
議
を
行
い
つ
つ
政
治
運
営
を
行

な
っ
て
い
く
必
要
性
が
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
概
説
的
に
は
ビ
ザ

ン
ツ
帝
国
で
は
（
特
に
九
－
十
世
紀
に
）
中
央
集
権
的
な
政
治
体
制
が
形
成

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
頂
点
に
立
つ
皇
帝
が
専
制
的
な
権
力
を
持
っ
て
い
る
と

　
　
①

さ
れ
る
。
確
か
に
皇
帝
は
、
時
と
し
て
専
制
的
な
行
動
を
と
る
こ
と
も
あ
っ

た
。
八
八
三
年
の
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
の
行
動
は
そ
の
一
例
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
皇
帝
が
現
実
に
専
制
的
な
権
力
行
使
を
行
う
こ
と
に
は
制
限
が

あ
る
こ
と
も
、
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
の
事
例
は
如
実
に
示
し
て
い
る
。
皇
帝

と
周
囲
の
有
力
者
た
ち
と
の
協
調
関
係
が
危
機
に
瀕
す
る
と
、
陰
謀
、
あ
る

い
は
ス
テ
ユ
リ
ア
ノ
ス
鐸
ザ
ウ
ツ
ェ
ス
ら
が
行
な
っ
た
進
醤
と
い
っ
た
形
で
、

皇
帝
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
が
な
さ
れ
た
。
皇
帝
は
確
か
に
、
ビ
ザ
ン
ツ

帝
国
と
い
う
政
治
機
構
体
の
中
で
最
大
・
最
高
の
権
力
を
行
使
で
き
る
存
在

で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
政
治
機
構
体
の
他
の
有
力
な
構
成
者
た
ち
の
意
向

を
全
く
無
視
し
た
、
皇
帝
の
独
裁
的
な
政
治
運
営
が
可
能
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
か
か
る
状
況
は
、
旧
稿
で
分
析
し
た
よ
う
に
既
に
八
世
紀
初
頭
に
は
確
認

　
　
②

で
き
る
。
だ
が
九
世
紀
後
半
に
は
行
政
機
構
の
整
備
も
進
み
、
そ
の
要
職
に

あ
る
人
々
の
影
響
力
は
さ
ら
に
大
き
く
な
っ
て
い
た
。
ま
た
バ
シ
レ
イ
オ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

一
世
・
レ
オ
ン
六
世
時
代
以
降
は
小
ア
ジ
ア
軍
事
家
門
の
政
治
的
影
響
力
も

　
　
　
　
　
　
④

増
大
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
で
分
析
し
た
九
世
紀
後
半
に
お
い
て

は
一
層
、
皇
帝
を
と
り
ま
く
人
々
と
皇
帝
と
の
関
係
の
分
析
は
重
要
な
意
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

を
持
つ
。
ま
た
、
十
世
紀
以
降
の
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
支
配
体
制
の
検
討
の
畠

発
点
と
も
な
る
だ
ろ
う
。

　
バ
シ
レ
イ
オ
ス
｝
世
の
死
後
、
レ
オ
ン
挙
世
が
最
初
に
行
な
っ
た
こ
と
の

一
つ
は
、
ミ
カ
エ
ル
三
世
の
亡
骸
を
首
都
対
岸
の
ク
リ
ュ
ソ
ポ
リ
ス
か
ら
、

歴
代
皇
帝
が
葬
ら
れ
て
い
る
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
の
聖
使
徒
教
会
へ

改
葬
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
際
、
ド
メ
ス
テ
ィ
コ
ス
・
ト
ー
ン
・
ス
コ

ロ
ー
ン
の
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
ク
ラ
テ
ロ
ス
を
は
じ
め
と
し
て
、
多
数
の
「
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

老
院
議
員
た
ち
」
が
ク
リ
ュ
ソ
ポ
リ
ス
ま
で
赴
い
た
と
い
う
。
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①
例
え
ば
和
田
廣
『
史
料
が
語
る
ビ
ザ
ン
ツ
世
界
㎞
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
、

　
　
二
ニ
ー
四
二
頁
G

②
拙
稿
（
二
〇
9
二
）
。

③
テ
マ
タ
や
タ
グ
マ
タ
の
司
令
官
職
な
ど
の
主
要
軍
事
官
職
に
小
ア
ジ
ア
軍
事
家

　
門
の
メ
ン
バ
～
が
就
任
す
る
の
が
通
例
と
な
っ
て
い
く
。

④
バ
シ
レ
イ
オ
ス
一
世
と
軍
と
の
関
係
も
、
こ
う
し
た
傾
向
を
促
進
す
る
一
困
に

　
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
o
h
日
。
自
σ
Q
ゲ
①
H
（
一
〇
り
刈
ソ
署
．
鱒
O
ω
凸
一
。
。
亀

⑤
十
世
紀
に
は
い
わ
ゆ
る
「
マ
ケ
ド
ニ
ア
朝
」
の
正
嫡
帝
（
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ

　
ス
七
世
ら
）
が
政
治
を
主
導
せ
ず
、
ロ
マ
ノ
ス
一
世
レ
カ
ペ
ノ
ス
（
在
位
九
二
〇

　
－
九
四
四
年
）
ら
軍
人
出
身
の
皇
帝
た
ち
と
皇
帝
権
力
を
分
有
す
る
状
況
が
現
出

　
す
る
。

⑥
ω
《
ヨ
も
℃
』
ざ
山
§

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
立
命
館
大
学
文
学
部
准
教
授
）
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The　Political　Management　of　Byzantine　Emperor　Basil　1　（867－886）

by

KoBAyAsHI　lsao

　　Byzantine　Emperor　Basll　1　（r．　867－886），　who　had　usurped　the　lmperial　throRe

by　murde血g　the　former　emperor　Michael　III（842－867）and比e血温γ（Caesar）

Bardas　（Michael　III’s　uncle），　did　not　have　a　tm　base　to　operate　effectively　in　the

political　sphere．　Basil　1　was　thus　forced　to　depend’on　the　army，　which　had　sup－

ported　hirn　before　his　accession　as　co－emperor　in　866．　Of　course，　Basil　was　not

sabisfied　with　this　situation　and　attempted　to　establish　a　close　relationship　with

high－ranking　odicials　（Senators）　by　choosing　a　new，　loyal　staff．　Basil’s　efforts　were

Ret　successfu1，　and　he　could　not　overiook　opposition　to　his　rule　teward　the　ekd　of

his　reign．　Basll　suppressed　their　actions　violently，　and　expefied　his　son　and　co－

emperor　Leon（VI）丘om　the　throne　in　883，　claiming　that　Leon　was　the　leader　of

the　opposition．　Although　many　scholars　have　argued　that　Patriarch　Photios　plotted

Leon’s　downfall，　it　was　actually　accornplished　under　the　leadership　of　Basil　1．　lt

has　generaEy　been　thought　that　Photios　also　plotted　against　Basil　1．　However　this

clairn　is　also　incorrect．　lt　was　unlikely　that　Photios　would　have　plotted　against

Basil　1，　because　his　position　and　political　infiuence　depended　on　the　support　of

Basil　1．

　　Although　Basil　1’s　positioR　was　stabilized　by　these　actions，　the　situation　was

epherneral．　Tensions　between　Basil　1　and　high－ranking　othcials　continued，　and　in

the　last　years　of　his　reign　most　units　of　the　army　stationed　in　CoRstantinople　（Tag－

mata）　also　opposed　the　emperor；　thus，　Basil　1　lost　his　most　credible　political　base．

As　a　result，　the　Senate　and　army　took　a　defiant　attitude　toward　him，　and　he　was

forced　to　reinstate　Leon　as　a　co－ernperor　in　886．

　　We　can　perceive　from　this　course　of　events　that　it　was　necessary　for　Byzar｝tine

emperors　to　build　intmate　relationships　and　consult　both　high－ranking　othcials　and

the　army　in　order　to　manage　politics　effectively．　lt　has　been　assumed　that　the

Byzantine　Ernpire　（especiady　during　9th－10th　century）　had　a　centralized　political

system　in　which　emperor，　who　stood　atop　the　hierarchy，　exercised　despotic　and

umresti　ained　power．　lndeed，　Byzantine　emperors　occasionaHy　took　despotic　ac－

tion，　as　did　Basll　1　in　883．　However，　the　case　of　Basil　1　also　shows　that　there

were　distklct　Iimitations　on　the“despotic”power　of　Byzan血e　emperors．　When
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the　relationship　between　emperor　and　influential　figtires　grew　precarious，　chal－

lenges　to　the　emperor　were　marrifest　in　the　form　of　advice　or　plots．　Basll　1　also

encountered　a　plot　in　the　spring　of　886，　aRd　was　pressed　to　reinstate　Leon　due　£o

the　exhortation　of　Senators　and　especially　Stylianos　Zautzes，　Basil’s　reliable　sub－

ordinate　and　Hetaireiarches　（Commander　of　lmperial　Bodyguards）．

　　Although　Byzantine　emperors　could　exercise　the　supreme　power　within　the

Byzantine　political　mechanism，　emperors　could　not　disregard　the　intentions　of

other　powe血I　members　of　this　mechanisln｛n　managing　the　affa辻s　of　sta£e．

A　Bibliographical　Study　of　Bird’s－eye－view　Pictures　of　Naha

　　　　　　　　　　　　prior　to　the　Nineteenth　Century：

　　　　　　　　Chronology，　Composition　and　Genealogy

by

HoRIKAwA　Altiko

　　Twelve　bird’s－eye－View　pictures　of　Naha那覇，　the　international　port　of　me（艶val

and　modern　Ryukyu琉球，　are　examined　bibKographically　in　order　to　promote

further　study　of　the　historical　geography　of　the　trade　networks　in　tl｝e　East　China

Sea．　Reexamination　of　the　autographs，　seals，　and　changes　in　landscape　representa－

tioR　shows　that　the　pictures　were　created　between　the　eigkteenth　and　early　twen－

tieth　century　and　executed　under　the　influence　of　earlier　works．　The　study　also

shows£their　origin　dates　back　to　ln　Gen－Ryo殿元良（1718－1767），　a　pailter　associ－

ated　with　the　Ryukyu　comrt．　The　dormant　cornpositional　elemeRt　that　was　typical

in　the　work　of　ln　’Gen－Ryo’s　aRd　other　Ryul〈ytian　painters　was　a　view　of　the　ocean

from　the　laRd，　emphasizing　the　prosperous　international　port，　whereas　severai

works　by　Japa艮ese　painters丘）cused　on　Shuri首里cas盤e．as　seen　from　out　at　sea．
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